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はじめに 

 

 

（環境認識）  

 

平成 23 年 6 月１日に公益認定を受けた本法人の、第 2事業年度となる平成 24 年度事業

計画は、当財団の唯一の公益目的事業である「無形文化の国内外における普及・振興を図

り、我が国の文化の向上、発展に寄与するための公益事業」を活動の中核としている。 

この活動は、音楽・演劇・舞踊・儀式・祭礼・民俗伝承等の無形文化の録音・撮影によ

る新たな記録・保存、併せて今日まで民間及び各種機関によって記録された音声・映像記

録の復元・整備によるアーカイブ化、その両者の公開、さらに無形文化を継承する後継者

の育成と国際交流等の事業を行うもので、これらの中で、当財団の設立において求められ

た主たる２つの事業は、記録・保存・公開を通じて無形文化の普及・振興を図る、「無形文

化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示」と「無形文化に関する出版物並

びにディスク及びビデオ等の発行」である。 

 

この事業の推進に当たり、大きな障壁となっているのは次の２点である。 

 

（１）現代における伝統文化継承に関する問題点 

 文部科学省の音楽教育指導要領改訂によって、教育現場での伝統音楽指導が平成 14年

からようやく開始されたが、明治期以来、百年を超えて続けられてきた西洋音楽の著し

い偏重と、伝統音楽・民俗芸能をないがしろにした音楽教育の影響は甚大で、その結果

は多方面にわたって表出している。 

その最たるものは、伝統音楽・芸能全般における継承者の大幅な減尐である。その背

景には、若い世代が安心して伝統音楽に生涯の仕事として取り組み、将来の担い手とな

っていく環境が乏しい現状がある。  

また、伝統音楽・民俗芸能は日本文化の重要な原点であるにも関わらず、新聞・放送

等マスコミの関心は非常に低く、その結果、国民が自国の伝統音楽・民俗芸能を知る機

会は実際には非常に尐ないのが現状である。 

東日本大震災によって、東北地方の多くの民俗芸能伝承の担い手と伝承の現場である

施設や装束・道具等が被災し、被災地に古来から伝えられた貴重な伝承の存続が危ぶま

れているなか、より広い視点から、日本文化の原点を形成する伝統音楽・民俗芸能の継

承に、当財団がいかに寄与していくかが問われている。 

 

（２）記録・保存・発行に関する問題点 

当財団は平成 20年からＳＰレコードに残された大正期からの貴重な記録音源の復刻に、

一般社団法人日本レコード協会・日本放送協会・社団法人日本芸能実演家団体協議会・

一般社団法人日本音楽著作権協会とともに取組み、国立国会図書館でのデジタル音源ア

ーカイブと公開を実現した。 

また、平成 5年の創立から現在までに刊行したＣＤアルバム・カセット・ビデオ等は、 
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1600 タイトルを超える。しかし、インターネット時代を背景に、いわゆるパッケージ商

品としての音楽・映像作品の流通は大きな転換期を迎え、レコード産業の売上規模は、

全盛時の三分の一までに低下している。 

需要の尐ない伝統音楽において、非常に困難な「何時でも何処でも手に入ること」の

実現を目指し、きわめて尐数のニーズに応えるために廃盤を実施せずに刊行を重ねてき

たが、インターネットを利用したダウンロードによる配信方法を含めた非パッケージ化

への展開を考えざるを得ない状況が訪れている。 

このような環境にあって、当法人への期待、要請は各方面から、ますます高まるもの

と思われる。引き続き効率的な運営を行い、平成 25 年の創立 20 周年を展望しつつ、存

在基盤の強化を図りたい。  

 

 

（基本方針）  

 

以上の状況を踏まえ、本年度は次の４点を軸に事業計画を策定した。  

(1) 伝統音楽・民俗芸能の新たな記録とアーカイブ音源の復刻・公刊を継続・実施する  

(2) 後継者・継承者の発掘・育成に寄与する顕彰・オーディション事業を継続・実施する 

(3) 伝統音楽・民俗芸能実演家の活動の場としての公演事業を拡大継続・実施する  

(4) 伝統文化の一翼を担う伝統音楽・民俗芸能の振興に直接つながる寄附・会員募集・広

報活動を強化する  

 

本法人の公益目的事業に集約された各事業ごとの主な点を掲げると、次のとおりである。  

 

Ⅰ 無形文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示 

①新たな記録による保存・公開 

②レコード各社及び関係団体音源の収集・活用による復刻・公開 

③音源のアーカイブ化及び普及・活用のための体制の構築と推進 

④無形文化活動の収集・記録 

⑤伝統文化関連団体との協議会設置 

 

Ⅱ 伝統文化に関する後継者育成 

①邦楽技能者オーディション 

②若手演奏家を中心とした公演・ライブの企画・後援の実施 

 

Ⅲ 伝統文化に関する公演会等の開催 

①「東京民俗伝統音楽フェスティバル」の主催 

②「小唄まつり」の主催 

③各種演奏会・公演の後援・協賛・協力 

④広報活動 
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Ⅳ 伝統文化に関する団体等に対する顕彰及び助成 

①日本伝統文化振興財団賞 

②中島勝祐創作賞の創設 

③助成事業 

④邦楽教育支援事業 

 

Ⅴ 伝統文化に関する国際交流 

 

Ⅵ 無形文化に関する出版物並びにディスク及びビデオ等の発行 
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Ⅰ 無形文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示（公益目的事業１） 

 

 

1 新たな記録による保存・公開 

 

音楽・演劇・舞踊・演芸・儀式・祭礼・民俗伝承等の無形文化を録音・映像によって新

たに記録し、保存・公開するもので、本年度は、民謡・古典芸能・教育ジャンル等、全３

０タイトルの録音記録・映像記録を年間を通じて行う。 

 

 

２ レコード各社及び関係団体音源の収集・活用による復刻・公開 

 

１９世紀末の蝋管から今日のデジタル記録に至る音源・映像記録を、伝統文化の基礎的

アーカイブとして復元・整備し、保存・公開するもので、本年度は、「神々の音楽」（東芝

ＥＭＩ社、昭和４８年芸術祭賞受賞作品）のデジタル化、「冥途の飛脚」（海外作品）のブ

ルーレイディスク復刻、私家版音源の復刻等、全２３タイトルの復刻を行う 

 

 

３ 音源のアーカイブ化及び普及・活用のための体制の構築と推進 

 

当財団が日本レコード協会、日本放送協会等５社と共同設立した「歴史的音盤アーカイ

ブ推進協議会」において調査研究等を実施しつつ、大正期のＳＰレコードから現在までに

記録された音声・映像の整備・保存を行い、本年度はその最終年度として、推進協議会と

して約１万３千曲のＳＰレコード音源をデジタルアーカイブ化し、国立国会図書館に納入

する。 

 

 

４ 無形文化活動の収集・記録 

 

国立劇場・国立能楽堂・紀尾井ホール・東京証券ホールなどの邦楽・伝統芸能専門会場

で開催されている各種団体・個人の公演映像記録を年間を通じて行うもので、２１世紀の

無形文化実践記録として今後将来に残すべき貴重な文化資産の生成として広く公益に寄与

するものである。本年度は、紀尾井ホールでの新日鉄文化財団主催公演の全公演の映像記

録を行う。その他、箏曲・長唄・能楽等の演奏家主催公演における映像・音声記録も年間

を通じて行う。 
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５ 伝統文化関連団体との協議会設置 

 

今日多岐に分かれている日本の無形文化は、長い歴史に育まれた日本の伝統文化として 

おおもとを同じにするもので、当財団は日本の伝統文化の今後将来の発展を願い、目的を

同じくする公益法人や関係団体との協議会の設置に取り組んでいくものである。本年度は、

「伝統楽器のすばらしさ・合奏の楽しさを広く国内外に発信する事によって邦楽の普及と

発展、地域文化の振興に寄与すること」を目的とした、ＮＰＯ法人全国邦楽合奏協会（2011

年 7月 3 日設立）と、一昨年解散となったＮＨＫ邦楽技能者育成会卒業生の復活再生を願

う会への協力を行う。 
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Ⅱ 伝統文化に関する後継者育成（公益目的事業１） 

 

日本の伝統芸能は、音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等１００種類以上に及ぶジャンル

に分けられる。本事業はそれら全てのジャンルを対象に、伝統文化を継承する後継者の育

成を図る。 

  

 

１ 邦楽技能者オーディション 

 

継承が困難な状況を迎えている伝統芸能継承者の発掘と育成を目的として「古典の伝承」

に取り組む若手演奏家について広く公募によるオーディションを行い、研究家・芸能実演

家の選考によって原則毎年２名を決定し、合格者にはレコーディングとＣＤ制作の機会を

提供する取り組みで、本年度は、２名を合格者として選考し、両氏の演奏を記録したＣＤ 

アルバムを発行しその技芸を広く紹介する。 

 

 

２ 若手演奏家を中心とした公演・ライブの企画・後援の実施 

継承が困難な状況を迎えている伝統芸能継承者の発掘と育成を目的として、主に需要が

乏しく、経済的な観点からも成り立ちにくい、若手実演家の演奏活動を支援する事業とし

て、公演企画の立案・専門誌・ホームページでの広報、演奏者紹介等を年間を通じて行う。 
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Ⅲ 伝統文化に関する公演会等の開催（公益目的事業１） 

 

音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等の無形文化は、現在特定のジャンル（歌舞伎・能楽・

落語・講談等）を除き、新聞・放送等で紹介される機会は極めて尐ない。このため、未来

に残すべき日本の貴重な文化資産である伝統・文化の普及・振興のために、公演・講演・

実習・広報等を開催・後援・実施し、広く一般及び教育現場と専門家を対象に無形文化の

普及・振興を行っている。 

 

 

１ 「東京民俗伝統音楽フェスティバル」の主催 

 

質の高い伝統文化や民俗文化の継承と発展、そしてその位置づけの向上をはかることによ

り受容者層の拡大を目指すために、世界と日本の民俗伝統音楽をコンセプトの中心とした

フェスティバルを東京で開催する。日本には歌舞伎、能、文楽のような素晴らしい伝統芸

能があり、一方では地方の村々にいたるまで神楽や民謡などの無形文化財が数多く伝承さ

れている。また世界各国に受け継がれる固有の文化を無形遺産として認め、人類の宝とし

て維持継承をはかるという文化に対する考え方はもはや大きな潮流として世界的に認めら

れるところとなっている。日本は早くから無形文化財の認定などを通じてすぐれた伝統文

化の継承をはかってきたが、こうした素晴らしい伝統文化を多くの人々に知らしめ、その

価値を発信するタイミングになって来たように考える。こうした日本の文化の価値を定着

させるには、他の国の文化に対する深い理解と自国の文化と他の文化圏を比較する場が必

要となってくることは論を待たない。多くの国際都市には歴史的な背景からも世界中の文

化を紹介する施設やフェスティバルがあるが、残念なことに東京には現在見出すことがで

きない。それぞれの国が背負ってきた伝統文化はその国の文化を語る上で大変重要な背骨

のようなもので、伝統文化という側面から世界の窓口でもあり最大の都市東京に相応しい

フェスティバルを開催することにより伝統文化の発信と、そして何よりも日本のみならず

世界の民俗伝統文化への理解が広がることを目指しフェスティバルを開催する。 

 

 

２ 「小唄まつり」の主催 

 

小唄を研鑽する方々の発表の場として、小唄各社中からの出演を得て、毎年２日間にわた

って開催する。本年度は、7月 10日、11 日に実施し、両日とも第一部（一般の部）、第二

部（推薦の部）、第三部（講師演奏）の３部構成で開催し、第一部での優れた演奏に対して

ビクター専属芸術家として活躍された市丸師の名を冠した奨励賞顕彰を行う。 

 

３ 各種演奏会・公演の後援・協賛・協力 

 

当財団の後援等の名義の使用を許可するとともに、当財団ホームページでの広報活動を行 

うもので、本年度も、後援・広報活動を行う。 
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４ 広報活動 

 

ホームページにおいて、伝統芸能等の無形文化に関する公演情報等を紹介するとともに、

公式ブログ「じゃぽ音っとブログ」やツイッターを利用し、ツイッターでは速報性を重視

して多彩な情報を、ブログではツイッターでは伝えきれない演奏家のプロフィール、楽曲

解説、各公演の見どころ聴きどころなど多彩な情報を綴っている。 

また、邦楽専門誌（邦楽ジャーナル誌・邦楽の友誌）への、演奏実演家の活動状況、収集・

公刊する刊行物の内容、当財団の活動状況等についての広報活動を継続して行っていく。 
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Ⅳ 伝統文化に関する団体等に対する顕彰及び助成（公益目的事業１） 

 

一般に継承が困難な状況を迎えている伝統文化を継承し、将来に伝承するべき人材の発掘

を目的として、団体・個人への顕彰・助成を行う。 

 

 

１ 日本伝統文化振興財団賞 

 

わが国の伝統音楽の保存・振興・普及に努めることを目的とする、当財団主催の顕彰事業

の一環として平成８年に設立。伝統芸能分野で将来一層の活躍が期待される優秀なアーテ

ィストについて、広く識者・研究家・芸能実演家からの推薦を受け、当財団が委任する選

考委員によって毎年１名の対象者を決定する。賞金は五十万円。副賞としてＤＶＤを制作

し、受賞者の技芸を広く全国に紹介する。本年度は、清元三味線方清元栄吉氏に第１６回

当財団賞を贈賞する。 

 

 

２ 中島勝祐創作賞の創設 

 

長唄三味線方・作曲家として大きな業績を残された故・中島勝祐氏の遺志により、邦楽器

による創作作品の作曲者を毎年１名応募作品から選考し顕彰する、「中島勝祐創作賞」を創

設する。賞金は３０万円。運営実務は当財団がその任に当たり、諸経費は中島勝祐記念会

が負担。上記「日本伝統文化振興財団賞」と同日に贈賞する。 

 

 

３ 助成事業 

 

伝統文化振興に関わる学会、教育研究会等の賛助会員として、各会からの要請による講演、

伝統芸能実演家の紹介など、会費と運営への助成活動を行う。 

具体的には、現在、公益財団法人伝統文化国民活性化協会、財団法人宮城道雄記念館、社

団法人東洋音楽学会、民族藝術学会、学校法人洗足学園音楽大学、東京都小学校音楽教育

研究会、東京都中学校音楽教育研究会の７団体について、賛助会員として運営を支援する

のみならず、その運営と企画実現に関わっている。公益財団法人伝統文化国民活性化協会

には歴代の当財団理事長が評議員（現在は参与）の任に当たり、全国の伝統文化団体支援

についての運営に参加してきた。財団法人宮城道雄記念館は、箏聖宮城道雄のほぼすべて

の音源を管理運営する当財団と共同で、残された貴重な音源アーカイブの刊行を行ってい

る。社団法人東洋音楽学会、民族藝術学会、洗足学園音楽大学とは、日本の伝統芸能を研

究目的とする当財団と共に、これまで多数の研究成果演奏成果の刊行を行っている。また

東京都小・中学校音楽研究会とは、教育現場への和楽器の貸し出し、講師派遣・実習記録

保存等で協力活動を行っている。 
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平成 24 年度事業計画 

 

４ 邦楽教育支援事業 

 

児童・生徒、音楽教師、および一般を対象とした邦楽に関する授業、講習会、ワークショ

ップ等の実施を支援する目的で、全国の教育現場等を対象として、伝統芸能実演家の派遣

と当財団所有の箏・三味線の楽器貸出しを年間を通じて行う。 
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Ⅴ 伝統文化に関する国際交流（公益目的事業１） 

 

音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等の無形文化の普及・振興は、海外への当該ジャンル

の紹介が大きな働きを持つ。本事業は、日本の貴重な文化資産である伝統文化伝承者によ

る公演・講演・ワークショップ等を開催し、広報・放送等によって広く国内外に紹介する

とともに、海外の実演家・研究家による公演・発表等も行い、無形文化の国際的な紹介と

交流を行う。 

本年度は、「箏曲『六段』とグレゴリオ聖歌『クレド』」の研究成果発表として「イタリア・

ローマ公演」と、「地歌オーストリア・ハンガリー公演 2012」を実施予定。 
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Ⅵ 無形文化に関する出版物並びにディスク及びビデオ等の発行（公益目的事業１） 

 

前記のⅠ「無形文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示」事業によって

収集・記録・保存・復元・整備された音楽・映像記録のディスク及びビデオによる発行と、

無形文化に関する図書発行事業。 

 

 

昭和期を通じて日本の音源記録・保存の担い手だったレコード各社は、近年の音楽産業の

大きな衰退を背景に、刊行数が極めて尐ないためまったく収益性がなく、対象が幅広く１

００種類以上にも及ぶ無形文化の記録・刊行を現在ほとんど行わなくなっている。営利を

追求するレコ―ド会社において、当該ジャンルの記録・公刊は将来継続困難に陥ることが

予測され、そのため、営利を目的としない公益法人での存続を図ることを主旨として、平 

成５年に当財団が設立された。 

当財団はこの設立趣旨に基づき、現在もレコード各社によって行われている流行歌・ポッ

プス・ジャズ等、営利を追求し得る音声・映像記録以外の、伝統・文化・教育ジャンル等

の音源記録・映像記録を広く公益に寄与する目的を持って続けるとともに、「聴くこと・見

ること」が出来て初めて意味を持つそれらの記録を全国どこでも入手可能とするために、

設立基金元の協力を得て発行事業の存続を計り、現在まで約１６００タイトルの刊行を持

続し、本年度は、５３タイトルの音声・映像記録の制作・刊行を予定している。 
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Ⅶ 収益事業 

 

当財団では、前述の公益目的事業のほか、２件の収益事業を行っている。いずれもその本

来の趣旨は、当財団の公益目的と合致するものであるが、当財団において企画・制作・刊

行のすべてを行うものではなく、外部業者に製造を委託し、完成製品を購入の上頒布して

いる点において、収益事業としたものである。 

 

 

１ ＸＲＣＤ事業 

 

通常のＣＤアルバムにおける音源制作とは異なるデジタルマスタリングと製造工程により、

高音質化を図ったＣＤアルバムシリーズ「ＸＲＣＤ」及び［ＳＡＣＤ］の刊行。音源は、

国内外のレコードメーカー、ＮＨＫ等放送局の貴重な所蔵音源を復刻する。 

本年度は、次の作品を刊行する。 

（１）バッハとレーガー：無伴奏ヴァイオリンのための作品 

（２）シューマン： ウィーンの謝肉祭の道化 

（３）ベートーヴェン：交響曲 第９番「合唱」1980 年代編 

（４）中国の太鼓グループ 

（５）ＡＳＴＲＥＥ 

（６）ベートーヴェン交響曲７番＆ブラームス交響曲１番 

（７）ベートーヴェン交響曲９番 

 

 

２ レッスンマスター事業 

 

伝統音楽・教育現場等での音楽教習において必需品である、チューナー・メトロノーム・

教習内容録音の３つの機能を１台のデバイスにまとめて搭載したデジタル録音機「レッス

ンマスター」（ＪＶＣケンウッド製品）の普及事業。本デバイスは、当財団からの提案によ

って、ＪＶＣケンウッド社が商品化したもので、その開発に当たっては、全国の邦楽教室、

邦楽器商、実演家等に当財団がリサーチを行った。 
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Ⅷ 管理部門 

 

１ 会 員 

 

公益認定を受け、民間における数尐ない伝統文化振興機関として、当法人の求心力は増し

ている。外部の関心が高まるにつれ、本法人の会員数の増加、本法人への寄附等の応募と

広報活動を本年度の重要案件として推進する。 

会員増強の方策として、本年度から新会員の募集に効果のあるホームページでの案内、関

係各所へのアプローチを実施する。また本年度は、その運営のためのメールマガジンの創

設など、新たなサポート方法を検討する。 

 

 

２ 業務執行体制の整備と強化 

新法による新しい公益法人として、新定款による執行体制、定款及び内部規程に沿った活

動に努めている。 

業務の進展、拡大により、事務局に新たな人員配置の必要が生じた際は、増員の検討など

柔軟に対応する。 

 

 

以上 


